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 ※ 福祉事業（傷病特別給付金を除く。）についても、各種補償の請求に準じて、被災職員等からの申請に基づき給付を行う。 

基基基基    金金金金    本本本本    部部部部    
認定 補償 内部協議 認定・補償の実施に関する権限の委任 ④認定 

基基基基    金金金金    支支支支    部部部部    ③補償の決定 通知 ⑤認定通知 ③意見添付 
任任任任    命命命命    権権権権    者者者者    

⑥療養補償費の支払い 「指定医療機関及びその他の医療機関」 
④補償の支給 

⑤診察、治療、処置等 （療養の給付） 
②災害発生に関する証明等 

所所所所        属属属属        長長長長    ① 公務災害・通勤 災 害の 認定請求 
被被被被    災災災災    職職職職    員員員員    等等等等    

災害発生 ① 補償の請求 

②補償の決定 


